
期間１年

5,000万円
以内

一括返済の
短期資金

経常運転資金の一部につき､
定時償還を伴わない一括返済の短期資金を継続して

ご利用いただくことにより､
疑似資本的な資金調達が可能となります。

要件に合致しない
場合でも最大10年で
分割返済できます

長期分割に

切替可能
保証料率

0.1％
割引

主 な 特 徴

借換による

継続利用
１年目、２年目は
要件に合致しない
場合でも継続可能

短期継続保証
中小企

業者の

成長・
発展の

取組を
応援

ご利用にあたっては、金融機関および当協会の審査があります。

横浜の中小企業の「明日」を
身近でサポート

詳しくは裏面をご確認ください。



中区 磯子区
〒231-8505 横浜市中区山下町22 山下町SSKビル10階
TEL : 045-662-6623／FAX : 045-661-0089

本店（保証課）

港北区 緑区 青葉区 都筑区
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-18 新横浜TECHビルB館6階
TEL : 045-470-5600／FAX : 045-470-7170

新横浜支店

鶴見区 神奈川区 西区 保土ケ谷区 旭区 瀬谷区〒220-0004 横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル7階
TEL : 045-319-5335／FAX : 045-319-5340

横浜駅前支店

南区 金沢区 戸塚区 港南区 栄区 泉区
〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
TEL : 045-844-6621／FAX : 045-845-0641

上大岡支店

担当地区住所／電話番号店　名
■詳しくは、保証担当窓口にお問い合わせ下さい

制度名 短期継続保証

制度の特徴
経常運転資金の一部につき、定時償還を伴わない一括返済の短期資金を継続してご利用いただく
ことにより、疑似資本的な資金の調達が可能となり、安心して事業継続できる環境のもと、中小
企業者の成長・発展への取り組みを応援する制度です。

ご利用
頂ける方
（資格要件）

次の要件をすべて満たしている横浜市内の中小企業者
１．１期以上の決算（確定申告）を行っている方
２．既保証分が条件変更等による返済緩和を行っていない方
３．〈法人の場合〉
　　　直近決算で債務超過でなく、経常利益を計上されている方
　　〈個人事業者の場合〉
　　　直近の確定申告における申告所得額が200万円以上の方

保証限度額 100万円以上5,000万円以内
ただし、直近決算（確定申告）の平均月商の２倍以内

資金使途 運転資金

貸付形式 手形貸付、証書貸付

保証期間
12か月以内
※１回目、２回目の更新は、資格要件に合致しない場合でも更新可能です。
　３回目以降の更新時も要件に合致すれば、継続してご利用いただけます。

返済方法 一括返済

担保 必要に応じて担保をいただく場合もございます。

連帯保証人 原則として、法人代表者以外不要です。

貸付利率 金融機関所定利率

保証料率

〈代表的な料率〉責任共有保証料率� （単位：％）

区��分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料��率 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35

◦協会による割引0.1％適用後の料率を記載しています。
◦貸借対照表を作成していないお客様は、上表の区分５の料率が適用されます。
◦有担保による取扱の場合、協会による割引後の料率から0.1％の割引をします。
◦法人で会計参与設置会社の場合は、協会による割引後の料率から0.1％の割引をします。

更新方法 新規貸付分で既存貸付金を決済する方法で更新します。

留意点

◦本制度は、１中小企業者につき、１口ご利用いただけます。
◦お申込みの際は、制度名欄に「けいぞく」と記載してください。
◦更新の際は、既存貸付金の終期の14日前までにお申込みください。
◦審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。


